
令和４年度 

第２回 高崎市新町地域振興協議会 次第 
 

 
日 時：令和５年１月２７日（金） 

午後１時３０分開会 
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参考資料 令和３年度高崎市決算の概要について 



  
 



 

資料１ 

 

新町地域に関わる事業報告一覧 

 
ページ 事 業 名 所  属 

1 国道１７号本庄道路事業 都市計画課 

3 災害対策事業 防災安全課 

5 新町駅バリアフリートイレ設置事業 都市計画課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 



 

 

新町地域に関わる事業報告書 

  

事務事業名 国道１７号本庄道路事業 
所属 

（支所） 

都市整備部都市計画課 

（新町支所地域振興課） 

実施期間 平成１５年度～ 事業の種類 ハード事業 

 

【事業概要】 

対 象  

実施目的 具体的手段 そ の 他 

国道１７号の交通渋滞の緩和、

事故対策及び沿道環境の改

善、また神流川橋の架け替え

による防災・震災対策のため 

・国道１７号本庄道路の整備 

・神流川橋の架け替え 

道路延長 L=13.1ｋｍ 

 

【事業実績】 

区分 

(千円) 

現計 

予算額 
決算額 令和３年度事業実績 

合計   事業中区間：埼玉県本庄市沼和田～群馬県高崎市新町 

計画延長 L=7.0ｋｍ（うち高崎市区間 L=0.5ｋｍ） 

 

・事業進捗率 71％ 

・用地進捗率 86％ 

・神流川橋（群馬県側） L=290ｍの床版工事が完成 

・上り線（新町駐屯地側） L=200ｍの道路改良を施工 

国   

県   

地方債   

その他   

一般   

 

【事業進捗状況】 

区分 

(千円) 

現計 

予算額 
令和４年度事業進捗状況 

合計  令和４年１２月３日 

  神流川橋架替区間の開通（暫定２車線） 

 

※本庄道路（Ⅱ期）（埼玉県深谷市岡～埼玉県本庄市沼和田）を新規事

業化 

国  

県  

地方債  

その他  

一般  
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新町地域に関わる事業報告書 

  

事務事業名 災害対策事業 
所属 

（支所） 
総務部防災安全課 

実施期間 令和３年４月～令和５年２月 事業の種類 ハード事業 

 

【事業概要】 

対 象 新町地区排水施設整備 

実施目的 具体的手段 そ の 他 

令和元年台風１９号の大雨により

河川水位が上昇し、内水を河川

へ排水することができず、家屋等

の浸水被害が多数発生した地域

について、排水施設を整備し、

浸水被害の軽減を図るものであ

る。 

災害対策車と同等の排水能力

を持ち、設定水位を感知し、自

動で稼働する常設型のポンプ

施設を整備する。 

 

 

【事業実績】 

区分 

(千円) 

現計 

予算額 
決算額 令和３年度事業実績 

合計 75,433 6,903 ・測量設計業務（国交省との占用協議、測量、設計） 

 令和３年８月 完了 

 

・新町地区排水施設整備工事 

 令和３年１１月 発注済 

 

国   

県   

地方債 75,433 6,903 

その他   

一般   

 

【事業進捗状況】 

区分 

(千円) 

現計 

予算額 
令和４年度事業進捗状況 

合計 79,251 ・新町地区排水施設整備工事 

着   手：令和４年４月 

完成予定：令和５年２月末 

 

・事業内容 

整備工事（ピット築造、水中ポンプφ350×15 ㎥/min ２台設置） 

国  

県  

地方債 69,751 

その他  

一般 9,500 

 

3



4



新町地域に関わる事業報告書 

  

事務事業名 新町駅バリアフリートイレ設置事業 
所属 

（支所） 

都市整備部都市計画課 

（新町支所地域振興課） 

実施期間 令和４年度 事業の種類 ハード事業 

 

【事業概要】 

対 象  

実施目的 具体的手段 そ の 他 

新町駅のバリアフリー化を推進

する。 

新町駅北口駅前広場にバリア

フリートイレを設置する。 

 

 

【事業実績】 

区分 

(千円) 

現計 

予算額 
決算額 令和３年度事業実績 

合計    

 国   

県   

地方債   

その他   

一般   

 

【事業進捗状況】 

区分 

(千円) 

現計 

予算額 
令和４年度事業進捗状況 

合計 10,000 ・バリアフリートイレ設置 １棟 

・令和５年１月完成 
国  

県 1,666 

地方債 2,500 

その他 5,000 

一般 834 
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資料２ 

 

 

 

新町地域のまちづくりに関する意見一覧  
 

 

 

 

 

 

 

新町支所 地域振興課 
  



 

  



 
 

■新町地域のまちづくりに関する意見〔令和５年１月２７日開催〕                              №１   

 

内容区分 意  見 回  答 

児童・生徒の安全確保

について 

新町地域では小中学校の登下校時に、児

童・生徒が生活道路や幹線道路などの横断を

余儀なくされる路線があり、昨今の交通事情

を鑑みる限りでは、その安全性が十分に確保

されているのか、一保護者としても危惧すべ

き点だと感じている。 

群馬県は世帯当たりの自動車普及率が全国

でも高い水準にあるため、必然的に道路にお

ける車両の往来は多く、歩行者等を取り巻く

環境はより危険を伴うものとなっている。そ

のため我々ＰＴＡとしては、登下校だけでな

く普段の生活も含め児童・生徒の安全性の確

保は重要であると考える。 

これまでも市には危険箇所の点検など様々

な対策をしていただいているが、前述した道

路事情からも安全性の確保は喫緊の課題と感

じている。そこで通学路上の信号のない交差

点や横断歩道の横断時など、危険な場所から

児童・生徒を守るための更なる対策について

伺いたい。 

 

 

通学路の危険箇所については、年度当初、学校に

出されました改善要望をもとに、地域交通課や管理

課と連携し、警察や関係機関と現地にて合同点検を

行っている。この合同点検において地域の実情に応

じた整備方法などの対応を検討し、改善を行ってい

る。改善要望は、学校を通じて随時受付けている。 

また、児童生徒への交通安全教育として、年度初

めと夏休み前に高崎警察署と連携し、市内小学校を

対象に交通安全教室を実施し危険の予見と危険回避

のための取組を行っている。引き続き日常の学校生

活の中での安全指導を徹底するとともに区長会やＰ

ＴＡ並びに子ども見守り隊等の協力のもと、地域の

力と連携しながら子どもたちの安全を守るよう体制

を整えていきたい。 

さらに、市内の小学校のうち毎年２校を対象とし

て「交通少年団」を結成し、交通安全に関する活動

を推進している。昨年度は新町第一小学校、今年度

は新町第二小学校が対象校となっており、交通ルー

ルやマナーを学ぶとともに、交通安全運動への参加

などの活動を通じて交通安全意識の向上を図ってい

る。 

引き続き学校や地域と連携を図りながら、すみや

かに子どもたちの安全な通学路の環境づくりに努め

ていきたい。 
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■新町地域のまちづくりに関する意見〔令和５年１月２７日開催〕                              №２   

 

内容区分 意  見 回  答 
市内経済活性策につ

いて 

令和４年１１月に、市内経済活性策として

市から高崎市民商品券を全市民に配布してい

ただいた。 

これまでも多くの経済対策をしていただい

ているが、コロナ禍に加え、多種多様なもの

の価格が上がる中、消費を下支えする対策を

行っていただき、新町商工会としてもありが

たく感じている。 

新町の中小企業や個人店の多くは、様々な

経営努力を行っているものの、前述した感染

症の流行や世界的な物価高騰など経済にとっ

て予期せぬ影響もあり、依然として苦しい立

場に立たされている。 

そういった状況を打開する特効薬のような

ものは簡単に見つかるものではないと思う

が、市として中長期的にどのようなお考えを

お持ちなのか伺いたい。 

 

 

 

本市では、コロナ禍における経済対策として、全

国に先駆けた「緊急経済対策融資」にはじまり、「子

育て応援商品券」、「おでかけ食事券」、「子育て世帯

への臨時特別クーポン券」、さらには、現在では「高

崎市民商品券」事業を実施し、市民生活の支援と市

内経済を循環させる本市独自の取り組みを進めてき

た。 

ほかにも、「まちなか商店リニューアル助成事業」

や「職場環境改善事業補助制度」については、年度

途中にも予算を増額補正し、事業者や個人の改修へ

の投資を後押しするとともに、市内事業者への工事

発注へとつながり、いずれの取り組みも、本市にお

ける安定した経済状況に結びついているものと考え

ている。 

今後も、市内経済の下支えとなる対策が速やかに

実施できるよう、市内事業者の状況把握等に努める

とともに、国でも補正予算等により「総合経済対策」

を打ち出していることから、国の施策や経済状況の

変化を注視し、状況に応じてこれまでのように国や

県に先駆けた効果的な経済支援ができるよう努め

る。 
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■新町地域のまちづくりに関する意見〔令和５年１月２７日開催〕                              №３   

 

内容区分 意  見 回  答 
新町駅前駐輪場跡地

の活用について 

新町駅北口東側にある駐輪場跡地の活用に

ついて質問する。 

新町駅は県内でも有数の乗降数を誇る駅で

あり、令和３年５月には念願のエレベーター

も設置され、より利用しやすい駅となってい

る。 

その駅の北口東側に、エレベーター設置工

事の際に出来た駐輪場跡があり、商工会青年

部では駅前という立地であることから、催事

などで人が集まるスペース・交流の場として

活用できないかと考えている。 

そこで駅前駐輪場跡地の今後の活用の方向

性について、市の考えを伺いたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

当該駐輪場跡地については、地域振興課が管理し

ており、今月には、新町駅を利用する高齢者や障害

者、又小さな子供連れの方々にも安心して利用して

もらえるバリアフリートイレが完成したところであ

る。 

 今後の活用方法としては、駅前という立地を踏ま

えて、新町地域の商業や文化活動への支援を進める

ため、多目的に活用できる場として考えており、地

域の更なる発展のため、イベント等に積極的に活用

していただければと考えている。 
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１

令和３年度高崎市決算の概要について

　令和３年度の「一般会計」と「各特別会計」の決算は下表のとおりとなりました。
「一般会計」の歳入は、１,８５４億２３３万円、歳出は、１,７６８億３,８９２万円で、歳
入・歳出の款別構成状況は、２ページ・３ページのグラフのとおりです。
　なお、表中の各金額は万円未満を四捨五入しているため、計数整理の結果、表内で異同を生じ
ることがあります。

一般会計・各特別会計歳入歳出決算一覧表

（単位　万円）

区　　　　　分 当　初　予　算　額
決　　　算　　　額

歳　　　入 歳　　　出

一　　般　　会　　計 １,６４９億２,０００ １,８５４億   ２３３ １,７６８億３,８９２

特　　別　　会　　計 ７４５億６,３０１ ７６５億９,６４２ ７５１億９,２２３

国民健康保険事業 ３３７億７,６８０ ３５３億６,９３７ ３４７億３,８７０

介 護 保 険 ３５３億９,１６７ ３５８億８,０６８ ３５２億２,０３２

牛 伏 ド リ ー ム
セ ン タ ー 事 業

１億１,４７１ １億   ７３８ ９,６０３

母 子 父 子 寡 婦
福祉資金貸付事業

７,４８７ ８,９５７ ２,４６４

合　　　　  　　　計 ２,３９４億８,３０１ ２,６１９億９,８７５ ２,５２０億３,１１５

後 期 高 齢 者 医 療 ５０億６,６２１ ５０億１,００７ ４９億７,４９９

農業集落排水事業 １億３,８７４ １億３,９３５ １億３,７５６

参 考 資 料



県支出金 109億3,292万円 (5.9％)
地方消費税交付金 91億6,985万円 (4.9％)

繰 入 金 54億1,762万円 (2.9％)
使用料及び手数料 25億3,571万円 (1.4％)
繰 越 金 18億5,112万円 (1.0％)
地方譲与税 13億 306万円 (0.7％)
地方特例交付金 12億8,793万円 (0.7％)
法人事業税交付金 8億3,876万円 (0.5％)
そ の 他 21億9,307万円 (1.2％)
＊歳入の「その他」は、分担金及び負担金、
財産収入、寄附金、配当割交付金、株式等譲渡
所得割交付金、環境性能割交付金、ゴルフ場
利用税交付金、利子割交付金、交通安全対策
特別交付金、国有提供施設等所在市町村助成
交付金です。

市 税
619億8,240万円

(33.4％)

【歳 入】

歳 入

1,854億233万円

国庫支出金

367億8,957万円
(19.8％)

地方交付税
149億4,731万円

(8.1％)

諸 収 入
220億5,751万円

(11.9％)

一般会計歳入・歳出決算額の款別構成状況

市債
140億9,550万円

(7.6％)



民 生 費

658億1,131万円
(37.2％)

総 務 費

204億4,132万円

(11.6％)

商 工 費

221億7,060万円
(12.5％)

公 債 費

136億4,249万円

(7.7％)

教 育 費

138億2,724万円
(7.8％)

衛 生 費

211億4,957万円

(12.0％)

歳 出

1,768億3,892万円

◎ 歳入決算額 １,８５４億 ２３３万円（Ａ）
歳出決算額 １,７６８億３，８９２万円（Ｂ）
差 引 額 （Ａ）－（Ｂ）＝ ８５億６，３４１万円

※差引額のうち、翌年度へ繰越すべき財源として、繰越明許費繰越額
及び事故繰越し繰越額４億４，０５９万円を繰越し、さらに財政調
整基金へ５０億円積み立て、残り３１億２，２８２万円を翌年度へ
の繰越金としました。

【歳 出】

土 木 費 118億1,661万円(6.7％)

消 防 費 46億 814万円(2.6％)

農林水産業費 24億9,276万円(1.4％)

そ の 他 8億7,889万円(0.5％)

＊歳出の「その他」は、議会費、労働費、
災害復旧費です。



２

２年度 ３年度
構成比 伸  率 構成比 伸  率

％ ％ ％ ％
1 地 方 税 ６２０億７,０６１ ３０．０ △０.７ ６１９億８,２４０ ３３．４ △０.１

2 地 方 譲 与 税 １２億８,１２２ ０.６ １.２ １３億   ３０６ ０.７ １.７

3 利子割交付金 ４,９８１ ０.０ ９.４ ４,１０４ ０.０ △１７.６

4 配当割交付金 ２億１,３９８ ０.１ △４.２ ３億３,３０６ ０.２ ５５.６
5 株 式 等 譲 渡
所得割交付金 ２億６,０６３ ０.１ ９５.９ ３億６,９２１ ０.２ ４１.７

6 法 人 事 業 税
交 付 金 ４億３,３２８ ０.２ 皆増 ８億３,８７６ ０.５ ９３.６

7
８３億９,０８１ ４.１ ２１.９ ９１億６,９８５ ４.９ ９.３

8
９,６２５ ０.１ △２０.７ １億１,９３６ ０.１ ２４.０

9
１億１,８３４ ０.１ １１０.１ １億３,７８３ ０.１ １６.５

10
２,９１５ ０.０ △４.８ ２,７４０ ０.０ △６.０

11 地方特例交付金 ４億５,０２９ ０.２ △５３.４ １２億８,７９３ ０.７ １８６.０

12 地 方 交 付 税 １３４億１,７９７ ６.５ △１.３ １４９億４,７３１ ８.１ １１.４
普 通 交 付 税 １１５億   ７２７ ５.６ △０.１ １２９億   　８７ ７.０ １２.１
特 別 交 付 税 １９億１,０７０ ０.９ △７.９ ２０億４,６４４ １.１ ７.１

13
８,９８７ ０.０ １３.６ ８,５２６ ０.０ △５.１

14 分担金・負担金 ４億１,４４５ ０.２ △３５.７ ３億８,６８１ ０.２ △６.７

15 使用料・手数料 ２５億４,３１６ １.２ △１２.５ ２５億５,０７１ １.４ ０.３

16 国 庫 支 出 金 ６４０億５,２０６ ３０.９ １６３.２ ３６８億５,０５０ １９.９ △４２.５

17 県 支 出 金 １０９億７，２４９ ５.３ ４.１ １０９億９，４３３ ５.９ ０.２

18 財 産 収 入 ２億     ５４ ０.１ △１８.８ ２億５,７６４ ０.１ ２８.５

19 寄 附 金 ３億１,１３１ ０.２ １４.６ ３億３,１７０ ０.２ ６.６

20 繰 入 金 ３９億２,６８５ １.９ △５５.７ ５４億１,８３８ ２.９ ３８.０

21 繰 越 金 １３億８,４８３ ０.７ △１５.５ １８億９,２１２ １.０ ３６.６

22 諸 収 入 ２７４億１,６７７ １３.２ ６９.６ ２２０億３,２６３ １１.９ △１９.６
貸付金元利収入 ２４２億３,８７０ １１.７ １００.８ １８４億７,８９１ １０.０ △２３.８

23 地 方 債 ８９億   ８７０ ４.３ △４７.２ １４０億９,５５０ ７.６ ５８.２

２,０７０億３，３３５ １００.０ ２２.８ １,８５４億５,２７８ １００.０ △１０.４合           計

  普通会計による決算状況

※普通会計とは、他の地方公共団体（県や市町村）などと比較しやすいように、「一般会計」と
「特別会計のうち公営事業会計以外の会計」を総合してひとつの会計としてまとめ、全国共通の
基準に調整した会計です。

歳　　　　入 （単位  万円）
　　　　　年　度
区　分

自動車税環境
性能割交付金

地 方 消 費 税
交 付 金

ゴルフ場利用
税 交 付 金

国有提供施設
等助成交付金

交通安全対策
特 別 交 付 金



２年度 ３年度

構成比 伸  率 構成比 伸  率

％ ％ ％ ％

1 人 件 費 ２２３億３,８４３ １１.１ ９.２ ２３０億９,９２３ １３.１ ３.４

う ち 職 員 給 １３１億３,６３６ ６.５ ０.１ １３５億１,５４８ ７.６ ２.９

2 扶 助 費 ３７２億２,４８３ １８.４ ３.６ ４４５億８,９６８ ２５.２ １９.８

3 公 債 費 １３７億   ９４６ ６.８ ０.８ １３６億４,２４９ ７.７ △０.５

4 物 件 費 ２００億９,６５７ １０.０ △２.１ ２３６億　 ２５２ １３.３ １７.４

5 維 持 補 修 費 １０億９,４１３ ０.５ △１６.４ １６億８,３３７ １.０ ５３.９

6 補 助 費 等 ５５６億８,５４５ ２７.６ ２０２.１ １９１億１,３５８ １０.８ △６５.７

7 積 立 金 ２０億３,５３３ １.０ １５３.８ ４５億１,６７８ ２.６ １２１.９

8 投資・出資金

貸 付 金 ２４０億８,９５３ １１.９ ８４.６ １８２億６,５４０ １０.３ △２４.２

う ち 貸 付 金 ２４０億４,９８２ １１.９ ８４.６ １８２億４,５９２ １０.３ △２４.１

9 繰 出 金 １２４億１,３８７ ６.２ ２.９ １２６億１,６１２ ７.１ １.６

10 普通建設事業費 １２７億５,８９４ ６.３ △５４.０ １５６億２,３６４ ８.９ ２２.５

うち補助事業費 ５８億９,１５７ ２.９ △５４.９ ９１億４,１３７ ５.２ ５５.２

うち単独事業費 ６８億６,７３７ ３.４ △５３.２ ６４億８,２２７ ３.７ △５.６

11 災 害 復 旧 費 ３億９,４６８ ０.２ ３１.２ ７,１６３ ０.０ △８１.９

２,０１８億４,１２３ １００.０ ２２.９ １,７６８億２,４４５ １００.０ △１２.４

５１億９,２１２ ― １８.４ ８６億２,８３３ ― ６６.２

歳 入 歳 出
差 引 剰 余 金

歳　　　　出 （単位  万円）

　　　　　年　度
区　分

合      計



３ 　令和３年度普通会計による県内他市との比較

※用語の説明

（単位　万円）

区 分 高崎市 前橋市 桐生市 伊勢崎市 太田市

歳 入 総 額 1,854億5,278 1,664億6,211 512億1,849 883億6,954 921億2,712

人 口 （ R4.3.31 現 在 ） 369,688人 332,063人 105,656人 212,178人 222,562人

実 質 収 支 81億8,775 41億4,561 35億6,276 31億9,863 29億5,037

歳 出 総 額 1,768億2,445 1,614億5,538 476億2,124 849億7,796 883億5,062

経 常 収 支 比 率 90.8％ 89.3％ 90.9％ 87.8％ 87.5％

実 質 収 支 比 率 9.2％ 5.1％ 13.3％ 7.0％ 6.3％

実 質 公 債 費 比 率 4.5％ 8.0％ 4.5％ 5.2％ 5.6％

地 方 債 現 在 高 1,504億2,142 1,557億  464 354億6,008 671億5,752 589億6,700

財 政 力 指 数 0.836 0.801 0.566 0.835 0.972

将 来 負 担 比 率 33.6％ 55.6％ － 13.3％ 30.4％

44億9,037 7億7,558

実 質 収 支
　歳入から歳出を差し引いた額を「形式収支」といいますが、この「形式収
支」から翌年度へ繰越すべき財源を差し引いた決算額のことをいいます。

実質収支比率 　標準財政規模に対する実質収支の割合です。

115億9,995

減 債 基 金 39億5,369 20億8,848 7億2,400 12億5,094 16億7,398

積 立 金

現 在 高

財 政 調 整 基 金 52億2,268 78億9,539 35億6,559 69億3,687

そ の 他 54億2,176 43億  807 51億4,955

財 政 力 指 数
　普通交付税の算定に用いる基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た
数値の３ヵ年平均値で、数値が１に近くあるいは１を超えるほど財政力が強
いとされています。

財政調整基金
　突発的な災害や緊急を要する経費に備えるために設置された基金です。
　また、決算剰余金が多いときは積み立て、財源不足時に取り崩すという、
年度間の調整的な役割も果たします。

減 債 基 金
　市債（借金）の償還（返済）の増加に備えるために設置される基金です。
　公債費が他の経費を圧迫するような場合には、この基金を取崩して公債費
に充てます。

経常収支比率
　地方公共団体の財政構造の弾力性を判断するための指標です。一般財源収
入額のうち経常的な経費に充当される一般財源の割合で、比率が高いほど財
政運営が硬直化していると考えられます。

実質公債費比率

　「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づく財政の健全化を判
断する指標の一つで、市債の元利償還金及びこれに準ずる経費の、標準財政
規模に対する比率です。この比率が２５％以上になると早期健全化団体、
３５％以上で財政再生団体となります。

将来負担比率

　「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づく財政の健全化を判
断する指標の一つで、地方債残高のほか一般会計等が将来負担すべき実質的
な負債の、標準財政規模に対する比率です。市町村では、３５０％以上にな
ると財政の早期健全化を図ることとなります。


